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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 上 流 側 フ ィ ル タ と 下 流 側 フ ィ ル タ を 備
え る フ ィ ル タ 要 素 で あ っ て 、 前 記 下 流 側 フ ィ ル タ が 、 ハ ウ ジ ン グ に 固 定 す る た め の 手 段 を
有 し 、 前 記 上 流 側 フ ィ ル タ が 前
記 下 流 側 フ ィ ル タ に 脱 着 自 在 に 取 付 け 可 能 で あ る フ ィ ル タ 要 素 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 下 流 側 フ ィ ル タ を 前 記 ハ ウ ジ ン グ に 固 定 す る た め の 前 記 手 段 が 、 ね じ お よ び ／ ま た
は Ｏ リ ン グ を 有 す る 請 求 項 １ に 記 載 の フ ィ ル タ 要 素 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 下 流 側 フ ィ ル タ が 、 前 記 ハ ウ ジ ン グ に 一 体 に 取 り 付 け ら れ て い る 請 求 項 １ ま た は ２
に 記 載 の フ ィ ル タ 要 素 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 上 流 側 フ ィ ル タ が 、 前 記 下 流 側 フ ィ ル タ と 互 い に 緩 く 嵌 合 さ れ て い る 請 求 項 １ か ら
３ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の フ ィ ル タ 要 素 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 上 流 側 フ ィ ル タ が 、 前 記 下 流 側 フ ィ ル タ と 液 密 に 固 定 さ れ て い る 請 求 項 １ か ら ４ の
い ず れ か 一 項 に 記 載 の フ ィ ル タ 要 素 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 上 流 側 フ ィ ル タ の 上 部 キ ャ ッ プ と 、 前 記 下 流 側 フ ィ ル タ の 上 部 キ ャ ッ プ が 、 互 い に
接 続 す る た め の 手 段 を 有 す る 請 求 項 １ か ら ５ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の フ ィ ル タ 要 素 。
【 請 求 項 ７ 】

底 部 端 キ ャ ッ プ を 有 す る 底 部 端 キ ャ ッ プ を 有 す る

前 記 上 流 側 フ ィ ル タ が 回 転 さ れ る と 、 の 底 部 端 キ ャ ッ プ 、
の 底 部 端 キ ャ ッ プ 、



　 前 記 接 続 す る た め の 手 段 が 、 ツ イ ス ト ロ ッ ク 手 段 で あ る 請 求 項 ６ に 記 載 の フ ィ ル タ 要 素
。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 上 流 側 フ ィ ル タ お よ び 前 記 下 流 側 フ ィ ル タ が 、 円 筒 の 形 態 で あ り 、 一 方 が 他 方 の 中
に 入 る よ う に 配 置 さ れ て い る 請 求 項 １ か ら ７ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の フ ィ ル タ 要 素 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 上 流 側 フ ィ ル タ お よ び 下 流 側 フ ィ ル タ が 、 プ リ ー ツ タ イ プ 、 ロ ー ル タ イ プ ま た は 不
織 繊 維 の 塊 を 含 む 継 ぎ 目 の な い 繊 維 円 筒 タ イ プ の 深 さ フ ィ ル タ と 、 多 孔 質 フ ォ ー ム 、 中 空
繊 維 ま た は プ リ ー ツ メ ン ブ レ ン フ ィ ル タ と か ら 成 る グ ル ー プ か ら 選 択 さ れ た 同 じ ま た は 異
な る フ ィ ル タ 膜 を 有 す る 請 求 項 １ か ら ８ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の フ ィ ル タ 要 素 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 上 流 側 フ ィ ル タ と 下 流 側 フ ィ ル タ の そ れ ぞ れ が 、 異 な る フ ィ ル タ の 組 か ら そ れ ぞ れ
選 択 さ れ る 請 求 項 １ か ら ９ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の フ ィ ル タ 要 素 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 下 流 側 フ ィ ル タ が 前 記 ハ ウ ジ ン グ に 固 定 可 能 で あ り 、 前 記 上 流 側 フ ィ ル タ が 前 記 ハ
ウ ジ ン グ に 固 定 さ れ た 前 記 下 流 側 フ ィ ル タ に 固 定 可 能 で あ る 請 求 項 １ か ら １ ０ の い ず れ か
一 項 に よ る フ ィ ル タ 要 素 を 含 む フ ィ ル タ 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 上 流 側 フ ィ ル タ と 、 ハ ウ ジ ン グ
内 に 一 体 に 固 定 さ れ た 下 流 側 フ ィ ル タ と を 有 す る 使 い 捨 て 可 能 な フ ィ ル タ 装 置 で あ っ て 、
前 記 上 流 側 フ ィ ル タ と 下 流 側 フ ィ ル タ の そ れ ぞ れ が 、 異 な る 組 の フ ィ ル タ か ら そ れ ぞ れ 選
択 さ れ 、

フ ィ ル タ 装 置 。
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